
 

 

令和２年４月２８日  

 川口市立各小・中学校保護者 様 

 川口市立高等学校保護者 様 

 川口市立各幼稚園保護者 様 

川口市教育委員会  

 

市立学校（園）の臨時休校の期間延長ついて 

 

このことについて、埼玉県知事、埼玉県教育委員会から学校の臨時休業の要請が決定とな

り、本市におきましても、子供たちの安全と健康を最優先ととらえ、下記のとおり市立幼稚

園、小学校、中学校、高等学校において、５月６日までとしていた臨時休校の措置をさらに

延長することといたしました。 

保護者の皆様におかれましては、子供たちの生命と健康を何よりも優先した判断であるこ

とを何卒ご理解いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 １ 臨時休校実施期間   ５月７日（木）～５月３１日（日）期間延長 

 

２ 今後の予定について  ６月 １日（月） 始業式（1年生は臨時休業日） 

              ６月 ２日（火） 入学式 

              ６月 ３日（水） 給食開始 

 ３ その他 

   ・児童のみで家に居させることができない家庭の児童を小学校で預かります。 

また、放課後児童クラブは学校がある場合と同様に開室いたします。 

   ・校庭開放は今まで通り実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

庶務課長    別府 さつき   

学務課長    高宮 明洋   

指導課長    三浦 伸之    

学校保健課長  狩野 友重 


